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施設概要－１

◆ＥＸＰＯギャラリー名称

①ギャラリー（展示面積：１５１㎡・定員４０名）

②ギャラリーストックエリア・事務室（エリア面積：６３㎡）

③コモンイベントスペース控え室

④通路（共同・来場者使用不可）

⑤トイレ（共同・来場者使用不可）

⑥木製デッキ

アルゼンチン館

③コモンイベントスペース控え室

②ギャラリーストックエリア・事務所（６３㎡）

①ギャラリー
（１５１㎡）

④通路

⑤トイレ

新設両開きサッシ 新設両開きサッシ

⑥木製デッキ

◆施設設備
①照明
・ハロゲン照明 ：６２灯（可動式）

②ピクチャーレール
・パネル用フック（耐荷重６ｋｇ/本） ：４８本
③備品
・長机（1800×600） ： ４本
・チェアー ： １６本
・サインスタンド ： ２本

展示有効スペース

ストック及び事務所スペース

共有スペース(来場者使用不可）

木製デッキ（仮設物の設置可）

《仕上げ》

ギャラリー壁 ：ＰＢ１２．５張り、クロス張り仕上げ
ギャラリー床 ：長尺シート張り

楽屋壁 ：ＰＢ１２．５張りのまま仕上げ無し
楽屋床 ：既存床現し

通路壁 ：トラス現し
通路床 ：既存床現し

ドア

ポスター等展示スペース
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施設概要ー２

グローバルコモン２（外国館）
ＥＸＰＯギャラリー配置図

長久手会場

瀬戸会場

西ゲート

北ゲート

ＥＸＰＯ
ギャラリー

《長久手会場》

愛・地球博会場全体図
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基本スケジュール（設営～開催～撤去）

◆設営・開催・撤去の時間割例（開催時間９：００～２１：３０の場合）

※Ａ・Ｂ・Ｃはプログラムを示します

７ ７：３０ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２３：３０ ０ １

開錠

準備 Ａ．プログラム開催（９：００～２１：３０） Ａ．撤去（２１：３０～）Ａ．撤去

Ａ．撤去（～２３：００）
清掃
検収 Ｂ．搬入・設営

切り替え時刻

Ａ．撤去車輌最終退去時刻

Ａ．清掃終了
後に検収

Ｂ．設営車輌搬入
（23時30分迄搬入不可）

Ａ．撤去
Ｂ．設営

Ｂ．搬入・設営（終日）Ｂ．設営

Ｂ．設営 Ｂ．搬入・設営（終日） 検収 Ｂ．搬入・設営

Ｂ．初日 検収

開錠

Ｂ．プログラム開催（９：００～２１：３０）

施錠

Ｂ．撤去
開錠

準備 Ｂ．プログラム開催（９：００～２１：３０） Ｂ．撤去（２１：００～）

開催中

Ａ．撤去（～２３：００） Ｃ．搬入・設営

Ｂ．撤去車輌最終退去時刻 Ｃ．設営車輌搬入
（０時迄搬入不可）

Ｂ．撤去
Ｃ．設営

清掃
検収

Ａ．清掃終了
後に検収

切り替え時刻

◆出展参加者のギャラリーへの出入可能時間帯（開催時間９：００～２１：００の場合）

① 出入可能時間 初 日 ７：３０～２２：００
開催日 ８：００～２２：００
最終日 ８：００～２３：００

備 考：出展責任者はプログラム最終日の午後23時30分まで、ＥＧ事務局の検収に立ち会っていただきます。

◆出展参加者の営業時間

下記の時間帯で営業をしてください。
・平成１７年３月２５日から４月２５日まで ＞＞＞ ９：３０～２０：３０
・平成１７年４月２６日から９月２５日まで ＞＞＞ ９：００～２１：００
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１．出展者各種申し込み・提出書類一覧

第１章 出展までの流れと提出書類一覧

出展計画概要
ＥＧ事務局 （ＥＸＰＯギャラリー施設利用申込書）

（ＥＸＰＯギャラリー企画概要書）

利用計画の打ち合わせ 各種付帯設備利用申込書

関係機関への届出

ＥＧ事務局 （搬入出計画書）

税 関 （保税展示物がある場合）

ＥＧ事務局（車輌出入許可証交付申請名簿）
（入場許可証申請者名簿）
（非常災害呼び出し名簿）

施工・運営関係届出書

ＥＧ事務局 （展示工事施工（設営・撤去）計画書）
（搬入出計画書）
（賓客来場申請書）
（著作物の使用リスト）
（運搬業務申込書）

開 催

出
展
者
と
Ｅ
Ｇ
事
務
局
と
の
調
整
範
囲

Ｅ
Ｇ
事
務
局

各種報告

ＥＧ事務局 （廃棄物処理実績報告書）

事後精算

施設および器物損害賠償など

出展書類及び資料 提出期間 提出先

ＥＸＰＯギャラリー施設利用申込書

ＥＸＰＯギャラリー企画概要書

入場許可申請者名簿

車輌入出許可証交付申請名簿

非常災害呼び出し名簿

搬入出計画表

賓客来場申請書

著作物の使用リスト

廃棄物処理実績報告書

※臨時通信回線申込書

ＥＧ事務局

ギャラリー使用にあたり、下記の書類をEG事務局に提出していただきます。
また、今後、新たな取り決め事項が決定しましたら、追加での提出書類の提出もあります。ご了承ください。

※着信専用の通信はご用意させて頂きます。それ以外で必要の場合はご相談下さい。
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１．設営・撤去一般事項

１）設営時の時間規制
プログラムの切り替え時は、午前０時まで６番ゲート（北西ゲート）からの進入は禁止します。

２）撤去時の時間規制
（１）撤去車輌に関しては、引渡し１時間前（２３：００）に博覧会会場より退去してください。
（２）撤去後の清掃業務に関しては、引渡しの３０分前（２３：３０）までに作業を終了してください。

３）騒音等周辺への影響のある工事の禁止
会場公開中は、周辺施設の管理運営に支障が生じる騒音・振動・臭気・煙・その他危険事象が
発生する設営は禁止します。

４）環境マニフェストの遵守
出展者における設営・撤去時に伴う資源ごみ（有価物を除く）及び埋め立て対象物（不燃ごみ
及び不燃残渣）の処理を委託する場合には、マニフェストシステムを活用し、提出していただく
とともに、請負会社に対し、運搬に伴う大気汚染、悪臭、自動車騒音、振動等の対策を講じる
よう指導してください。

出

展

者

収
集
運
搬
業
者

中
間
処
理
業
者

収
集
運
搬
業
者

マニフェスト
産業廃棄物

出

展

者
提出

Ｅ
Ｇ
事
務
局

報告書

備 考：設営・撤去時の特別清掃時に発生したごみ及び廃棄物は、出展者の責任においてお持ち帰りください。

２．電気・照明の使用

◆電源は左記の位置に１００Ｖの電源があります。

（壁埋め込みコンセント ギャラリー内：１０箇所）

◆照明は一レーンに４灯設置されています。

レーン内での移動は可能ですが、他のレーンへ

移動（一レーンに４灯より数を増やす事）は出来

ません。

１００Ｖコンセント

ハロゲン照明（移動可）

※一レーン４灯まで
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３．通信の使用

着信専用の通信設備はご用意致します。
その他の通信が必要な場合は対応致しますのでＥＧ事務局にご相談下さい。（別途必要）

４．設営・撤去時の注意事項ー１

１）直接工作の禁止
施設の維持管理保全等のため、下記のような直接工作は禁止します。

（１）釘、鋲類の打ち込み

（２）掘削、はつり、切断、ガス溶接

（３）ペンキ等塗料の直接塗布

（４）接着剤を塗布しての貼り付け

（５）カッターナイフ等を直接施設にあてた工事

（６）柱等への針金、ひも類の巻き付け

（７）看板等の支持物としての利用

（８）その他当施設を損傷する恐れのある一切の行為

２）会場設営・撤去時の遵守事項
会場の設営・撤去にあたっては下記の事項を遵守してください。

（１）設営責任者の常駐・ヘルメットの着用

設営管理責任者を定め安全管理に万全の策を講じてください。また、ユニック車、高所での作業等ある

いは危険が伴うと想定される作業がある場合は必ずヘルメットなどを着用し安全管理に努めてください。

（２）有資格者による施工

次の場合などは、必ず各種有資格者が施工を実施してください。

①足場の組立：「足場の組立の指定講習終了証」

②クレーンの玉掛け：「玉掛け技能講習終了証」

③高所作業（高所作業車の操作）：「高所作業技能講習終了証」等

（３）火気器具類の使用制限

火気器具及び火花を発生する機器類はギャラリー内で使用しないでください。

（４）展示・工作物等の強風対策

当施設は季節によりかなり強風が吹く場合があります。特に屋外での展示・工作物の設置には充分に強

風対策を講じた施工をお願いします。

（５）作業中の事故等の報告

作業中事故等があった場合は遅滞なく運営事務局までご連絡ください。また、消防車等の出動要請は協

会から関係消防署に連絡いたします。

（７）作業に伴う養生

施設を汚損、破損、漏水する恐れがある場合は必ず養生が必要です。特に溶接を行なう場合は防災シー

ト等により養生を行なってください。

（８）禁煙

当施設内での喫煙は、いかなる場合においても指定された喫煙コーナーのみでしかできません。特に設営

・撤去時の休憩等でやむ得ず喫煙を行なう場合は、所定の場所で行なってください。なお、歩行中の喫煙は

厳禁となっております。
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４．設営・撤去時の注意事項ー２

３）展示設営
（１）会場レイアウト

設営の際には来場者が滞溜しないよう人の流れを充分に考慮した会場レイアウトにしてください。

（２）展示設営

展示設営にあたっては展示施設、設備、展示物が地震等で転倒、落下等により来場者の避難なら

びに消化活動の障害にならないよう、施工管理に万全を期してください。

４）装飾
（１）装飾施工
ギャラリー内での装飾施工・加工は最小限にとどめ、装飾施工物の再利用、リサイクルの促進、
廃棄物の減量に努めてください。

（２）装飾資材
装飾資材は防火性能を有した物を使用してください。

（３）搬入出口の寸法

（幅） １．８ｍ×（高さ） ２．１ｍ

（４）吊物設置
①ピクチャーレールの荷重制限
フック詳細：ギャラリー内 ４８本

荷重制限 ６㎏／本
②利用手続き
「EXPOギャラリー企画概要書」に必要事項、図面等（位置、使用方法）を明記してＥＧ事務局
に提出し、承認をうけてください。

③利用上の注意
Ａ．吊物用フックとロープ部の巻きつけ部分は事故防止のために必ず養生をお願いします。
Ｂ．空調等で吊物の揺れが激しい場合は移設していただく場合があります。
Ｃ．消防設備等の障害にならないように設置場所を考慮してください。
④天井からの装飾物補強
天井からの装飾物補強は原則禁止です。
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５．設備概要

１）施設付帯設備
◆ギャラリー・ギャラリーストックエリア兼事務室
通信機
・電話機 １機
・デジタル複合機 １機 （ＦＡＸ、コピー、スキャナ、プリンター一体タイプ）
・方袖事務デスク ２台 （事務用椅子付き）
・スチールラック ４本

・電気ポット １台
・小型冷蔵庫 １台

◆ギャラリー備品
・テーブル（1800×600） ４本 （受付あるいは展示台として使用）

・チェア １６脚 （スタッキングタイプ）
・傘袋スタンド １台 （傘袋は出展者にて用意）
・傘袋用くず入れ １台
・サインスタンド ３本
・クリーナー １台 （清掃用）
・パーテーションスタンド ５本 （ベルト式）

・高所足場タワー １台 （天井設置の照明機材を調整）

◆放送設備
・ＢＧＭ用ＣＤ／ＭＤデッキ １式

２）電源
◆ギャラリーストックエリア兼事務所内
・壁埋め込みコンセント１００Ｖ

３）空調設備
ＥＸＰＯギャラリーは協会から空調用冷水の供給を受け空調を行なっています。
①ギャラリー空調設備利用申込
「空調設備運転申込書」に運転期間、運転希望時間等必要事項を記載の上、お申込ください。
②冷水の供給時間は、開場時間＋前後一時間とします。なお、冷水の供給は、供給開始の日から廃止の
日まで連続供給とし、日単位での供給は行ないません。
（例：長久手会場の４月２６日以降は、８：００～２３：００の１５時間とする。）
③夜間に冷水の供給を受ける場合は、夜間時間帯全体（２４時間供給）とし、時間単位での供給は行いま
せん。

４）駐車場
（１）関係者用駐車場
現在検討中。詳細は決定次第お知らせいたします。

（２）車輌待機場
現在検討中。詳細は決定次第お知らせいたします。

（３）注意事項
現在検討中。詳細は決定次第お知らせいたします。
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１．防災設備

１）ギャラリーの防火設備
次の防火設備が設置されています。
（１）消化設備
①消火器
（ギャラリー内：２ヵ所／事務室：１本／共有スペース：１本）

（２）警報設備
①火災報知器
②排煙設備
（３）避難設備
①誘導灯

２）防火管理に関する対応
（１）自衛消防体制
出展者は、自衛消防隊を編成し、協会自衛消防隊の指揮のもと行動することとなります。

博覧会自衛消防隊長
事務総長

協会自衛消防隊長
事業運営本部長

協会自衛消防副体隊長
会場管理・サービスグループ長

協会警備隊
自衛消防隊長

協会警備隊

自衛消防副隊長

直轄隊

方面隊
（１１部隊）

通報連絡班

ＥＸＰＯギャラリーの
出展者自衛消防隊編成

自衛消防隊長

災害発生時の自衛消防活動の総括的な指揮者

博覧会協会自衛消防隊長、協会自衛消防隊長共に
不在時は、協会自衛消防副隊長が代行する。

現場規制班

避難誘導班

初期消火班
通報連絡班

避難誘導班

初期消火班

公設消防隊等が現場へ到着した時点で
状況を報告します。

火災発生時は初期消火活動を実施します。

ギャラリー内の避難誘導を行います。

（出
展
者
）

▼下記のような自衛消防隊を設置してください。

（防火管理者：石原）

◆避難計画及び訓練の実施

①避難通路の確保に努めてください。

②計画に基づく避難誘導を行なってください。

③通報連絡体制を整備してください。

④消火活動の訓練を行なってください。

⑤その他避難計画に基づく訓練を行なってください。
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２．出展者の防火管理ー１

出展者は、ＥＧ事務局の協議事項及び協会の消防計画に基づき、次の業務を行なってください。

１）防火管理等の責任区域
防火管理及び自衛消防隊の活動範囲は、原則として使用するギャラリー、ギャラリーストックエリア兼事務室
及び、トイレ、通路（共同スペース）です。

２）消防計画での役割と他との連携
（１）協会の消防計画に基づく防火管理等の役割を、他との連携をとってください。
（２）防火管理者と協議し、特定の事項については指導又は承認を受けてください。

３）会場管理計画の作成
防火管理者の指導のもと、消防計画に係る会場管理計画を提出して下さい。
（１）自衛消防隊の編成
自衛消防隊を編成し、協会の自衛消防隊に編入する。災害発生時にはＥＸＰＯギャラリー自衛消防隊の
指揮下に入り、各任務を遂行する。また、緊急連絡網（昼・夜間）を作成し、ＥＧ事務局に提出して下さい。

（２）会場管理の徹底
①災害の未然防止と来場者の安全をもとに会場管理計画を作成し、実行してください。
②防火担当責任者等で連携し、積極的な防火管理を行なってください。

４）展示品搬入・搬出時等の管理
（１）展示品等の設営・撤去時は、特にギャラリー全般にわたり、防火管理について監視・指導を強化する。
（２）ギャラリー内は全面禁煙とします。万博会場内は完全分煙となっており、協会の定めた喫煙所以外は全
て禁煙です。

（３）通路、避難口、消防設備等の使用障害となる付近には資材等を集積しないでください。
（４）高所等での作業時は、ヘルメットを着用してください。
（５）展示物の転倒・落下防止等、地震時も考慮した裾付としてください。
（６）作業後、不要となった材料・廃材等は速やかにギャラリー外へ搬出し適切な処分をしてください。

５）火災発生時の対応
（１）火災が発生した場合は、発見者は直ちに初期消火体制をとるとともに、ＥＧ事務局に連絡してください。

（２）火災、地震発生の際は、来場者の避難を最優先とした誘導を行なってください。

通 報

初期消火

避難誘導

ＥＧ事務局
防災センター

火

災

発

生

協会自衛消防隊
到 着

消化・避難誘導 避

難

備 考：詳細は「長久手町火災予防条例」に準ずるものとします。
（長久手町例規集：第１２編 消防）

http://giji.town.nagakute.aichi.jp/reiki/mokuji/r_taikei_main.html

http://giji.town.nagakute.aichi.jp/reiki/mokuji/r_taikei_main.html
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２．出展者の防火管理ー２

６）閉館時の防火管理
（１）閉館時についても、防火管理を出展者が責任を持って行って下さい。

（２）電気の使用は、閉館時に停止する。ただし電気について２４時間の通電となっていますが閉館後は

必要最小限とし、安全を確かめて使用してください。

（４）ゴミ、廃棄物、不用品の処分などを行い、ギャラリー内の整理整頓をしてください。

（５）閉館後の終業点検を行ってください。

７）地震時等の対応
（１）地震が発生した場合は、場合によってはプログラム（設営・撤去）を一時中断するなどして次の事項

を行なってください。

①入館者の安全確認、展示物等の点検を行なってください。

②火災発生の場合は、直ちに避難誘導を行い、消火器及び屋外消火栓等で消化をしてください。

③ギャラリー内・外の状況を把握し、防火管理者に報告してください。

（２）警戒宣言が発令された場合

①ＥＧ事務局と連携を密にするなど、的確な情報収集に努めてください。

②混乱防止のため展示会を自粛してください。

８）主催者・各出展者の防火・防災教育・訓練
（１）防火・防災教育を徹底してください。

（２）各消防設備の設置位置の把握、確認をしてください。

（３）各消防設備使用法の確認と操作訓練をしてください。

（４）出展者は自衛消防訓練をしてください。

９）その他防火管理上必要な事項
常時、安全パトロールの実施等を行なってください。（搬入時・開催中・搬出時）

１０）入場制限等について
入館者の混雑等が予想される場合、会場内の誘導員等の数に応じて、入館制限又は安全措置を講じる

など、パニック防止に努めてください。

１１）応急救護について
出展者は、要救護者が発生した場合、その程度により診療所、応急手当所に連絡を行なってください。

救急車の要請はＥＧ事務局から協会に行ないます。
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３．会場設計・設営要領について

長久手消防署の指導に基づき、展示設計から運営実施に至るまで、万全な安全対策を行なってください。

１）会場レイアウト
（１）防火帯（主要避難誘導路）
①展示設計・設営時及び展示開催時の防火帯は（主導線で１．８ｍ幅、補助導線で１．２ｍ幅）の幅を確保
し、避難口に接続するものとします。
②避難誘導灯は遮蔽しないようにしてください。防火帯（主導線、補助動線）は、その他の部分と明確に区
分してください。
③通路の行き止まりは、原則認められません。
④避難口及び防火帯には、避難の障害となる部品を放置できません。
⑤通路に電気ケーブル等設けるのは、可能な限り避けてください。（必要な場合は養生すること）
⑥入館者が多数通路に立ち止まり、通行を妨げることのないように充分な措置を講じてください。

２）高さ制限
展示物は、排煙窓下端及び空調ダクト下端以下（床から高さ３．６ｍ以下）とし、排煙窓及び空調ダクト口を
遮蔽しないものとします。

（３）その他
①避難口は、開催時間中は開錠してください。
②ギャラリー前でのパンフレット、カタログ等の配布、イベント参加の受付やアンケートの実施や椅子等の
持出しはできません。

２）防火・防炎に関する事項
（１）内装に関する防災規制
①内装に関して、防炎物品の使用が適用されます。

（２）設計・設営上の禁止事項
①天井、屋根のある展示物及び２階建て以上の構造は設営できません。
②火災予防上、危険な物品の持込は禁止とします。
③ステージや展示物を設置する際は、ギャラリーに設置されている防災設備等の操作・感知・視認障害
等にならないように施工してください。なお、操作を必要とする屋外消火栓設備、情報設備等の周囲５ｍ
以内は何も置けません。

（３）その他の事項
その他特別な展示、装飾、設備、演出を計画されている出展者は、消防及び会場規定により、許可申請
が必要となります。このため「実施計画書」に明記の上、ＥＧ事務局へご相談ください。
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４．防炎規制についてー１

ギャラリーでは、火災が起きてから消すよりも、火災が起きにくくする手段として、展示の内装・装飾品は
燃えやすい品物を燃えにくく処理した「防炎物品」を使用してください。

１）防炎対象物品
（１） カーテン
（２） 合板で、台・バックスクリーン・仕切り等に使用されているもの
（３） 仕切りに用いられる布製のアコーディオンカーテン・ついたて
（４） 装飾のために壁等に沿って下げられる布製のもの
（５） 布製の暖簾、装飾幕、のぼり旗、紅白幕等
（６） 映写用スクリーン
（７） どんちょう
（８） 布製のブラインド
（９） 暗幕
（１０） じゅうたん
（１１） 人工芝
（１２） カーペット
（１３） ござ
（１４） シート類

２）防炎性能を有している防炎物品として扱うもの
（１）建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料
（２）建築基準法施行令第１条第５号に規定する準不燃材料
（３）建築基準法第１条第６号に規定する難燃材料に該当する合板

３）防炎表示
（１）表示の方法
防炎物品の種類によって、縫付、ちょう付、下げ札等にて表示してください。

表示方法

防災物品の種類

縫 付 ちょう付 下げ札 その他

耐洗濯性能を
有する物

耐洗濯性能を
有しないもの

○

○

じゅうたん等 ○ ○

布製ブラインド及びその材料 ○ ○

合板 ○ ○

どんちょう、その他これらに類する幕 ○ ○

工事用シート及びその素材 ○

防炎対策物品（合板、工事用シート及び
布製ブラインドを除く）の材料 ○ ○

カーテン、暗幕、その他
これらに類するもの
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４．防炎規制についてー２

（２）防炎ラベル施工
①施工されたじゅうたん等にあっては、防火ラベルが簡単にはがれないように取り付けてください。
②施工する場所は主要な出入口部分の近くに施工してください。
③２種類以上のじゅうたんを使用した場合は、種類ごとに主要な出入口部分の近くに施工してくだ
さい。
④合板にあっては、使用上の特異性及び使用上の実態から見て、表面に添付するラベル表示のみ
では不充分なため、合板については、併せて「合板の裏面表示について（昭和４８年１０月３日消防
安第３０号）」による裏面表示を行なってください。

４）防炎ラベルの様式
※信頼できる防炎物品には、必ず「防炎ラベル」が付いています。このラベルを付けることが出来るのは
消防庁長官が認定した業者に限られています。

（１） 防炎表示 （２） 指定表示

５）その他
（１）ウレタン、アセテート、ポリエステル、発泡ポリスチレン、アクリル、またはナイロン等の石油化学製品は
極力使用しないようにしてください。

（２）多量に紙類を持ち込み、展示等に使用する場合はＥＧ事務局と協議してください。
（３）外国の製品についても、国内の認定を受けたものを使用してください。
（４）展示の内装・装飾品以外の展示物での使用物に関しては、別途ＥＧ事務局と調整を行ないます。

５．ギャラリー展示物について

展示物の実演に際し、騒音・振動・臭気等が発生する場合、あるいは危険が伴う場合は、万全の防護措
置を出展者に取っていただくとともに、他の出展者や来場者に危険や迷惑等を及ぼさないように充分な
対策を講じていただくよう周知をお願いします。なお、他の出展者や来場者に多大な影響・被害が認め
られる場合、ＥＧ事務局は展示物実演の中止を勧告する場合があります。

１）ギャラリー内展示物について

（１）パーテーション及び展示用パネル

①高さは原則として３．６ｍ以下としてください。

②防炎物品または難燃材以上の建材を使用してください。

③展示物の四面を囲むときは避難障害とならないように、出入口を２カ所以上設け、避難口誘導灯また

は誘導標識を設けてください。

（２）バナー及びバルーンの設置について

バルーン等を係留、バナー等を懸垂する場合は、必ず図面に明記の上，ＥＧ事務局にご相談ください。

（防災設備の感知障害及び消火活動に支障にならないような措置を講じていただきます）

（３）重量物の設置について

５００kgを超える重量物を設置する場合は必ず事前にEG事務局にご相談ください。
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６．禁止行為と解除要件

禁止行為とは、火災が発生した場合に、多数の人命に危険が及ぶと思われる場所で、「喫煙」「裸火使
用」「危険物品持込」を禁止するものです。

１）喫煙について
（１）プログラム開催中の喫煙
ギャラリー内での喫煙はできません。
博覧会会場内は完全分煙としており、屋外も含めて定められた喫煙場所以外は全て禁煙です。

（２）搬入・搬出時の喫煙
ギャラリー内での喫煙はできません。
博覧会会場内は完全分煙としており、屋外も含めて定められた喫煙場所以外は全て禁煙です。

２）裸火の使用
（１）裸火とは
①気体、液体、固体燃料を使用し、炎、火花を発生させるもの又は器具の発熱部を外部に露出
するもの。
②電気を熱源とする器具では、発熱部が灼熱して見えるもの（発熱部が焼室、風道、庫内に面し
ているホットプレート、ヘアードライヤー、オーブン等を除く）及び外部に露出した発熱部で可燃
物が触れた時、着火する恐れのあるもの。（表面温度約４００℃以上）

４）危険物品の持込
（１）危険物品とは
①危険物
消防法（昭和２３年法律第１８６号）別表に揚げるガソリン、軽油等引火性液体、酸化性固体、液体など
の危険物。
②指定可燃物、火災予防条例別表第８に掲げる可燃性液体及び可燃性固体類。
③火薬類・火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）で定めるプロパン、アセチレン、水素、アンモニアガ
ス等可燃性ガス。

（２）危険物品持込の要件
消防法令又は防火に関する法令に違反を生じないほか、次の要件を満たし、必要最小限としてください。
①次のＡ～Ｆに掲げる場合は「危険物品」に該当する物品であっても必要最小限の範囲であれば規制対象
とはなりません。
Ａ．展示品、実演を伴わず展示のみを行なう場合で、容器に密閉されているものに限ります。
Ｂ．展示のみを行なう車輌のタンク内の燃料や潤滑油など。
Ｃ．展示されるモーター・油圧機等に密閉状態で内臓されている潤滑油など。
Ｄ．装飾品として使用され、可燃性固体類に該当するパラフィンで作られている美術品。
Ｅ．フライパンや鉄板にひく油など、調理に使用している動植物油。
Ｆ．日常の清掃に使用しているクリーナーなど。

ただし、規制対象外とされている危険物であっても、数量を合算し、所定の数量以上となる場合は、消防
法、火災予防条例等の基準が適用されます。持ち込みに際しては全てＥＧ事務局へ申請してください。
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１．施設の利用手続き

１）利用開始
（１）鍵の引渡し

利用開始当日に鍵をお渡しします。この鍵でギャラリーすべての鍵を開閉することができます。

なお、利用時間外に開鍵すると発報する場合がありますのでご注意ください。

（２）点検・使用説明

利用開始時には使用説明を兼ねて施設・設備・備品の点検を行ないますので、責任者の立会いをお

願いします。確認後、「施設チェックシート」に署名をいただきます。

２）利用期間中
（１）鍵管理

利用期間中の鍵管理は、出展者が責任をもって行なってください。万が一鍵を紛失した場合は

速やかにＥＧ事務局までご連絡いただき、施設及び催物に影響がないよう充分な警備体制を整え

てください。

（２）各鍵を紛失した場合

鍵を紛失した場合は該当するキーユニット全て取り替えます。これらにかかる交換費用は、別途ご請

求させていただきます。

（３）設備等を破損した場合

利用期間中に施設内の設備等を破損させた場合は、速やかにＥＧ事務局までご連絡ください。

双方にて現場を確認の上、「確認書」を取り交わす際にご署名をいただきます。

後日、ギャラリー出展者参加規約書に基づき、補修にかかる経費をご請求させていただきます。

３）利用終了時
（１）原状回復確認

運営事務局の担当者が施設・駆体・設備等の原状回復確認を行ないます。

（２）鍵返却

原状回復確認後、鍵の返却および「施設チェックシート」への署名をもって利用終了とします。

２．開錠・施錠

ギャラリーの鍵の開錠・施錠は、出展者側でお願いします。出展者は事前に、開催中における全日程
（設営・撤去を含む）の出入時間と責任者の氏名をお知らせください。

Ｅ
Ｇ
事
務
局

鍵受け渡し

Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ

ギ
ャ
ラ
リ
ー

出展責任者
開錠

プ
ロ
グ
ラ
ム
開
始

プログラム開催中

Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ

ギ
ャ
ラ
リ
ー

出展責任者
報告

プ
ロ
グ
ラ
ム
終
了

Ｅ
Ｇ
事
務
局

ギャラリー内
確認、施錠

出
展
責
任
者

Ｅ
Ｇ
事
務
局

鍵返却

施
工
終
了

◆期間中は出展者にて管理お願いします。
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３．搬入・搬出

１）搬入・搬出について
（１）搬入・搬出計画

当施設への搬入・搬出車輌の進入及び待機場の利用については、ＥＧ事務局に「搬入出計画書」を

提出し、利用計画の打ち合わせを行います。

（２）搬入出口の寸法

（幅） １．８ｍ×（高さ） ２．１ｍ

（３）搬入出車輌の待機場

当施設には車輌待機場はありませんので、バックヤードが混雑しないよう計画的な搬入出を行なうよ

うにしてください。

（４）場内速度制限

バックヤード等では必ず標識どおりの制限速度を守り、充分安全な運転を行なってください。

（バックヤード：２０ｋｍ/ｈ）
（５）施設の保護

トラック、ユニック車等の旋回時、高所作業車の運転に際しては、柱・床等の施設・躯体の保護に充

分な配慮をお願いします。

（７）重量制限

ギャラリーには施設の構造上、重量制限がありますので設置方法、養生方法等に充分ご注意ください。

（床コンクリート仕上げ部分 ２ｔ／㎡）

（８）宅配便による搬入

宅配便の受領にあたっては宅配便業者に時間・場所等を指定し、主催者または該当出展者が必ず立ち

会ってください。なお、搬入物にはパビリオン名・プログラム名・受取人名を必ず明記してください。

２）各種規制
入場できる車輌の台数は、安全確保と通路の許容量により制限されます。円滑な搬入出のため、事前に

「搬入出計画書」を提出してください。

（１）入場ゲート

搬入出車輌の入場ゲートは５番ゲートまたは２番ゲートをご使用ください。

（２）時間規制

①５番ゲートからは、２４時間の搬入が可能ですが、出退勤時間には規制する場合があります。２番ゲ

ートは※閉場時間帯のみの開門となります。

②プログラムの切り替え時期には入退場制限があります。

（３）入場台数規制

バックヤード駐車スペースには制約がありますので、事前にＥＧ事務局まで「搬入計画書」をご提出くだ

さい。

（４）車輌重量規制

４ｔを越える車輌に関しては、２番ゲートから入場し、会場外周動線東区間を通って下さい。（北から南へ

一方通行となってますので注意してください。）

（５）設営時の時間規制

プログラム切り替え時の設営車輌の入場時間は前プログラムの撤去状態で異なります。

（６）撤去時の時間規制

①撤去車輌に関しては、引渡し１時間前（２３：００）までに博覧会会場より退去してください。

②撤去後の清掃業務に関しては、引渡しの３０分前（２３：００）までに作業を終了してください。

（７）その他の規制

①宅配便車輌の入場は協会倉庫までとし、会場内は指定輸送会社（日本通運）が配送します。

②フォークリフト、高所作業車の持ち込みは出来ません。会場内の指定会社をご利用ください。

・詳細については決定次第ご報告します。

・別途費用が発生します。

※閉場時間帯

３月２５日から４月２５日《２２時３０分～翌日９時》

４月２６日から９月２５日《２３時～翌日８時３０分》
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４．通門管理 出展参加者ー１

出展者として従事する方が会場内に入場する際には博覧会協会が発行する「入場許可証」が必要となり

ます。博覧会の安全を最優先するために、厳しいチェックがありますのでご理解ください。

１）入場許可証発行基準
（１）勤務形態

以下に該当する勤務形態の方のみ入場許可証が発行されます。

①搬入・搬出及び設営・撤去系出展参加者

Ａ．搬入・搬出時の車輌の運転手や運転助手

Ｂ．設営・撤去に従事する監督者や作業員

②運営系出展参加者

運営管理者及び受付、展示説明、来場者誘導等の業務でポストとしての業務に当たる従事者

③演出系出展参加者

ミュージカルやショーに出演する出演者や技術者

（２）勤務形態別発行基準

勤務形態 発行基準

①
搬入・搬出及び

設営・撤去系出展参加者
日数及び時間の規制はありません。

② 運営系出展参加者 ４時間／日以上勤務かつ開催中４日以上勤務する業務ポストのある方

③ 出演系出展参加者 日数及び時間規制はありません

※上記に該当しない出展者は入場券を購入の上、入場してください。

２）入場許可証一覧
（１）入場許可証は通用期間によって３種類に分類されます。
①７日以上従事する方
②７日未満従事する方
③１日限り従事する方

勤務形態 期間 写真データ 申請書類・添付書類

Ａ．７日以上従事する方 必要（顔写真）

B.７日未満従事する方 不要

Ｃ．１日限り従事する方 不要

Ａ．７日以上従事する方 必要（顔写真）

B.７日未満従事する方 不要

Ａ．７日以上従事する方 必要（顔写真）

B.７日未満従事する方 不要

Ｃ．１日限り従事する方 不要

③ 演出系出展参加者

② 運営系出展参加者 入場許可証交付申請書

①
搬入・搬出及び

設営・撤去系出展参加者

※写真は、デジタルデータ化（ＪＰＥＧ）されたものをご提出ください。
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４．通門管理 出展参加者ー２

３）入場許可証の申請手続き
（１）「入場許可証」を必要とする関係者は、所定の申請手続きにより、事前に発行申請をしていただきます。
（申請期日／出展初日の２週間前）

（２）７日以上従事する方のみ顔写真（ＪＰＥＧデータ）をご提示ください。
（３）申請手続きの流れ

Ｅ
Ｇ
事
務
局

審

査

入
場
許
可
証

申
請
者
名
簿

写
真
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ

会
場
管
理
Ｇ

Ｅ
Ｇ
事
務
局

出

展

者

入場許可証発行

データ処理データ作成 入場許可証作成 入場許可証入手

①申請書の必要情報

申請者（受給者）情報

Ａ．申請期間

Ｂ．氏名

Ｃ．英字氏名（半角英数字：例Ｔａｒｏ Ｂａｎｐａｋｕ)

Ｄ．生年月日（西暦）

Ｅ．性別（男・女）

Ｆ．パスポート番号（日本人以外）

Ｇ．日本国内での住所及び居住地

Ｈ.業務内容（運営上の役職及びポスト名を記入）

写真（通用期間が７日以上の方）

Ａ.申請日前６ヶ月以内に撮影したもの

Ｂ.無背景、上三分身（おおむね胸から上）正面、脱帽のもの

Ｃ.デジタルカメラ等で撮影した画像ファイル

Ｄ.画像ファイルには必ずＪＰＥＧ形式の拡張子がついていること

E.画像のサイズは縦が413ピクセル、横が345ピクセル以内のもの

注：（元の画像の縦・横の比率を変更しないで添付すること）

Ｆ．画像ファイルの容量は100KB以内とする。

Ｇ．ＪＰＥＧファイル名には氏名をご記入ください。

②申請者の写真データ（ＪＰＥＧデータ）

４）入場許可証サンプル

（１）入場許可証（7日以上従事する方）

（所属施設名等）

（所属施設名等）・英文

（氏名・英文）

（国名・英文）

（通用期間）

（日付）発行
ＮＯ（発行番号）

顔写真

バーコード

（２）入場許可証
（7日未満従事する方／一日限り従事する方）

出展者はブルーのラインが入ったものになります。

８５ｍｍ

５５ｍｍ
（通用期間又は日付）

（所属施設名等）

（所属施設名等）・英文

（氏名）・英文

（国名）・英文

（日付）発行

ＮＯ（発行番号）

８５ｍｍ

１１５ｍｍ

承認（協会グループ名）
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４．通門管理 出展参加者ー３

５）会場への入場

（１）出展参加者は２～５番ゲートより入場してください。

（２）入退場は、所定の管理ゲートを利用し、「入場許可証」を係員に必ず提示してください。

（３）入場許可証不携帯の場合は、入場できないなど種々の問題が生じます。

（４）「入場許可証」では、来場者用ゲートからの入場はできません。

６）入場許可証受給者の注意事項

（１）博覧会に関する規則及び協会の指示に従って「入場許可証」を使用してください。

（２）会場内では常に、「入場許可証」を首掛け等により着用してください。

（３）「入場許可証」の発行は、プログラムの運営上必要であり、ポスト数として確認できる人に限定され、

不正使用等につきましては、厳しく取り扱います。

（４）「入場許可証」を他人に貸与または譲渡しないでください。

（５）プログラムを円滑に運営するためにも、「入場許可証」の慎重かつ厳正な取扱い（申請、発行、携帯

返却等）をお願い致します。

（６）許可証の紛失、汚損等により再発行が必要になったとき場合は、「入場許可証（紛失・汚損）届」及び

「入場許可証等再発行申請書」を提出していただきます。許可証の再発行は、協会が厳重に事情を調

査の上、再発行することが適当と認めた場合に限ります。

（７）プログラム終了後不要となった「入場許可証」は、出展者がとりまとめた上、速やかにＥＧ事務局へ

返却してください。

７）送迎用団体バスによる入退場

（１）送迎用団体バスには、団体バス予約と同様の手続きを行ないます。

（２）すべての乗員は「入場許可証」が必要となります。

（３）団体バス用駐車場（西ターミナル駐車場／有料）への入場には、事前に予約が必要です。

（４）送迎用団体バスによる駐車、乗降位置及び入退場に関しての詳細は、現在調整中です。

※詳細は決定次第ご報告します。
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４．通門管理 車輌ー１

設営・撤去等において、会場内に車輌で入場する際には「車輌出入許可証」が必要となります。

１）車輌出入許可証に関する事項
（１）「車輌出入許可証」を必要とする関係者は、所定の申請手続きにより、事前に発行申請をしていた
だきます。

（２）「車輌出入許可証」の発行手続き

車
輌
出
入
許
可
証

申

請

Ｅ
Ｇ
事
務
局

審

査

会
場
管
理
Ｇ

Ｅ
Ｇ
事
務
局

出

展

者

車輌出入許可証
発行

データ処理データ作成 車輌出入許可証
作成

車輌出入許可証
入手

用紙記入

申請書の必要情報

車輌番号（例）
申請者（受給者）情報

Ａ.申請期間 期間及び一日限り（西暦で記入）・時間

ａ．車検証記載の私用者（日本人のみ記入）

ｂ．車検証記載の私用者

（英字：半角英数字／例Ｔａｒｏ Ｂａｎａｐａｋｕ ５０字まで）

①陸運支局

②分 類

③用途文字

Ｂ.申請者（受給者）
情報

ｃ．車輌番号

④番 号

名古屋 １２３

あ１２－３４

①

④

②

③

※申請手続きと流れと申請期日は現在調整中です。

２）会場への入場
（１）「車輌出入許可証」については、外部からみえるところに掲示してください。
（２）車輌の会場内の通行にあたっては、定められた箇所以外に進入しないでください。
（３）車輌の入退場に関しては「搬入出計画書」を提出いただき、入退場時間及び進入区域などを事前に
調整いたします。

（４）出展者用に割り当てられた車輌駐車スペースは２台までとなっております。
※搬入出用車輌の荷捌き用スペースの台数は調整中です。
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４．通門管理 車輌ー２

３）車輌出入許可証受給者の注意事項
（１）博覧会に関する規則及び協会の指示に従って、「車輌許可証」を使用してください。
（２）「車輌出入許可証」の発行は、搬入に必要とされる車輌及び送迎用団体バスに限定され、不正使用
等につきましては厳しく取り扱います。

（３）「車輌出入許可証」を他人に貸与または譲渡しないでください。
（４）プログラムを円滑に運営するためにも、「車輌出入許可証」の慎重かつ厳正な取扱い（申請、発行、
携帯、返却等）をお願い致します。

（５）「車輌出入許可証」の再発行が必要になった場合（紛失・汚損）は「車輌出入許可証当（紛失・汚損）
届」「車輌出入許可証等再発行申請書」を提出していただきます。許可証の再発行は、協会が厳重
に事情を調査の上、再発行することが適当と認めた場合に限り行ないます。

（６）業務終了後、不要となった「車輌出入許可証」は、責任者が取りまとめた上、速やかに協会へご返
却ください。

４）車輌出入許可証サンプル
車輌出入許可証（業務車輌出入許可証）

バーコード

（車両番号）

（通用期間）
（所属施設名等）

（使用者）・英文

（日付）発行

ＮＯ（発行番号） 承認（協会グループ名）

「注意事項を記載」（英文併記）
許可証の種類により内容は異なる。

５）一時駐車許可証の申請
搬入・搬出に伴う車輌の一時駐車許可の申請を行います。ＥＧ事務局まで下記のご用意をお願いします。

①車検証のコピー
②運転者の氏名
③運転者の携帯電話番号
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５．交通アクセス

第４章 運営関係ガイドライン

環境負荷を抑制するために、出展参加者の自家用車での通勤は禁止します。公共交通機関をご利用
ください。

１）基本的な通勤経路（公共交通機関を利用する通勤経路）

会場外

藤ヶ丘駅

万博八草駅

東部丘陵線（１２分）

東部丘陵線（３分）

シャトルバス（約１２分）

名古屋駅 シャトルバス（約４１分）

栄 シャトルバス（約３５分）

シャトルバス（約２８分）尾張瀬戸線

黒笹駅 シャトルバス（約３２分）

２番ゲート

３番ゲート

会場内

万
博
会
場

徒歩約（１０分）

会場内交通機関
（IMTS）

徒歩約（１５分）

２）業務用車輌の経路

会場外 会場内

業務用車輌
５番ゲート
会場内乗入

万博会場

※会場内の駐車場を利用する場合

３）送迎用団体バスの出展者独自の車輌を利用した通勤経路（車輌出入許可証が必要）

会場外

送迎用団体バス
西ゲート
団体駐車場

会場内

降
車

４番ゲート 万博会場

会場内交通（ＩＭＴＳ）

徒歩（１５分）

※団体駐車場は予約が必要（要調整）

備 考：送迎用団体バスにより団体バス用駐車場で乗降される方は、ゲート入場後徒歩または会場
内交通（IMTS）により会場にお越しくださいｌ。
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６．管理ゲート配置位置

１）管理ゲートの位置図

長久手会場

１

２

３

４

５

６
グローバル・コモン２

3番ゲート（東ゲート）

２番ゲート

１番ゲート

６番ゲート（北西ゲート）

４番ゲート（西ゲート）

５番ゲート

２）管理ゲートの開閉時間及び進行基準

開閉時間
管理ゲート

開門 閉門

８：３０ ２３：００

④
４番ゲート

（西ゲート）
常時開門 ○ × 通勤駐車場シャトル利用者

２００５年４月２６日～９月２５日

歩行者
業務用

車輌
備考

９：００ ２２：３０ ２００５年３月２５日～４月２５日
○ ×

② ２番ゲート 調整中 ○ × 東部丘陵線利用者

③
３番ゲート

（東ゲート）
常時開門 ○ ×

尾張瀬戸線・黒笹駅よりの

駅シャトル利用者

⑤ ５番ゲート 常時開門 ○ ○
４ｔを越える車輌は協会倉庫まで

入場可能

⑥
６番ゲート

（北西ゲート）
常時開門 × ○

４ｔ以下の車輌はメッセ裏区域まで

入場可能

① １番ゲート

凡例 ○：可能／×：不可能
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７．車輌および来場者動線
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８．バリアフリー基本方針

さまざまなハンディキャップを持つ方たちも他の来場者と同様に展示物を楽しむことが出来るよう、それぞれ
の場面において配慮してください。

１）設計・設営
展示設計におけるバリアフリー対応への配慮
（１）障害を持つ人でも、理解が出来るような内容や表現にしてください。
（２）展示品はすべての人が見やすい様に位置、照明、照度に配慮してください。
（３）来場者に何らかの操作を求める展示については、装置及び操作部位の位置、寸法、形状に配慮して
ください。

（４）展示物は来場者の歩行、観覧に支障を与えないように設置してください。
（５）案内表や解説（展示物のラベル等）はすべての人にわかりやすいものとしてください。
（警告などの安全に関するものや重要事項については、特に配慮してください）

（６）展示内容は文字情報のほか、音声情報、触知情報などのさまざまな手法も検討してください。

２）運営
運営におけるバリアフリー対応への配慮
（１）車いすをご利用される来場者に対しては、スタッフが安全に配慮し、必要に応じ誘導を行なってください。
（２）聴覚障害者へは、手話や筆談で対応してください。
（３）盲導犬、聴導犬、解除犬等の補助犬への対応に配慮してください。

９．外国語対応
外国語対応は、４カ国語（日本、英語、韓国語、中国語）を基本とします。ただし、対応が難しい場合でも、
日本語・英語の２カ国語については必ず対応してください。

１）外国語対応ガイドライン

対応例 日本語 英語 韓国語 中国語

外構サイン（看板）

禁止サイン

注意サイン表示

ポスター

バナー
要旨併記 ◎ ◎ ― ―

施設利用／説明サイン

パンフレット
英語注釈 ◎ ◎ ○ ○

キャプション（展示物解説） 英語表記・注釈 ◎ ◎ ― ―

ミュージカル

ショー

英文内容チラシ配布等

要旨併記
◎ ◎ ― ―

その他 案内・放送 ◎ ◎ ― ―

英語完全併記 ◎ ◎ ○ ○

凡例 ◎：全て対応／○：表示が望ましい

※表示形式等の詳細に関しては、ＥＧ事務局にお問い合わせください。
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１０．賓客対応

出展者の賓客が来場される場合の対応は、出展者が主体となり対応をお願いします。なお、協会規定に
より、協会との対応が必要になる場合がありますのでＥＧ事務局までご連絡ください。

１）出展者賓客リストの提出
協会との調整が必要となる場合がありますので賓客名、来場日時、来場目的、髄行人数等を協会様式
「賓客来場申込書」に記入し、提出ください。

賓
客
来
場
情
報

Ｅ
Ｇ
事
務
局

出

展

者

Ｅ
Ｇ
事
務
局

協
会
協
議

協会対応

出展者対応

届出書配布 届出書受領届出書作成
提出

２）出展者の賓客対応 ※協会の賓客対応マニュアルに準じます
（１）博覧会会場への入場
①公共交通機関での入場
一般の来場者の方と同じゲートをご利用ください。
（警護等の必要な場合は、運営事務局へご連絡ください）
②車輌による会場への入場はできません。
③アテンドは出展者で対応してください。
（２）賓客対応スペース
①ギャラリー内出展者控室をご利用ください。
②ギャラリー内での対応スペースは、出展者側で確保してください。
③その他施設
会場内での食事等の対応を行なう場合は、予約が必要になる場合があります。
※具体的施設、予約方法については後日ご案内いたします。

３）博覧会協会の賓客
（１）博覧会協会の賓客がギャラリーにお見えになる場合は、協会の指示に従い、対応をお願いします。
（２）出展者の賓客中には、協会が対応する場合があります。
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１１．警備

１）出展者及びＥＧ事務局における警備体制

出展者 運営事務局

Ａ．開館中 定点・巡回 ―

Ｂ．閉館後（夜間） 出展者判断 セキュリティ

Ｃ．搬出入及び設営撤去時 定点 巡回

プログラム開催中

（１）出展者の警備体制
プログラムに応じて、警備体制を敷き、安全管理に努めてください。
①プログラム開催中：開館中（★常駐４～５名確保してください）
入口における来場者誘導や持ち列の整理を行なってください。
ギャラリー内の巡回警備を行なってください。
②プログラム開催中：閉館後（夜間）
出展者の判断とします。必要な場合は警備員等を配備してください。ＥＧ事務局より業務委託会社のご
案内が可能です。ご相談下さい。（別途料金）

（２）ＥＧ事務局の警備体制
３台のセキュリティによる監視
（開錠・施錠時、セキュリティの

操作キーによりＯＮ／ＯＦＦ）

◆セキュリティエリア
イメージ

※セキュリティの操作キーを利用開始時にお渡しいたします。開催中は出展者側で管理してください。
紛失、破損等された場合は、それに伴う費用を別途請求させていただきます。

※期間中の責任は出展者にあります。事故、破損、盗難等の責任はＥＧ事務局は負いかねます。
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１２．清掃と廃棄物・清掃体制について
１）清掃について
（１）利用エリアにおける清掃は会場内の美化を保つため、出展者の責任と費用負担（清掃会社への委託
または清掃担当員の配置等）で行なってください。

（２）会期終了後には、会場内に廃棄物が放置されるようなことがないように、出展者の責任において撤去
処理してください。

２）廃棄物の処理
賃借期間中に排出される廃棄物は、出展者の責任と費用負担で適正に処理して下さい。
（１）ギャラリー内で行なう搬入、各種工事を行なう設営・撤去期間中に発生する廃棄物は「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」等に従って適切に処理してください。排出した産業廃棄物を処理するためには
収集運搬業及び処分業の資格を有する処理業者とそれぞれ委託契約を行なうことが義務付けれられ
ています。なお、再利用、リサイクルが可能なものについては優先して実施し、ごみ排出量の削減にご
協力ください。

（２）当博覧会のごみ処理施設は分別収集システムとなっております。ごみを搬出する際は、事前に協会が
指定するごみ置場（サブストックヤード）まで出展者側で搬出していただきます。ご不明な点がございま
したらお問い合わせください。

（３）当施設内で発生する廃棄物の量を把握するため、排出・処理量の種類毎に取りまとめた報告書「廃棄
物処理実績報告書」を会期終了後に運営事務局まで提出してください。

３）注意とお願い
（１）装飾施工の際、塗装作業に伴うペイントの残り、及びクロス張りに伴う糊等を施設内の排水管に流した
り、洗い場でハケ等を洗うことは絶対に行なわないでください。廃棄物処理法や下水道法違反となり処
罰される場合があります。

（２）当博覧会はごみの減量化、リサイクルに努めています。小間設営、装飾等には、再利用資材、ディスプ
レイシステムパネル等の採用などを積極的に検討してください。

（３）施設の汚損、ごみの放置等あった場合は、当該出展者にＥＧ事務局がその処理と原状回復に要した
金額を請求いたします。

４）環境マニフェスト
出展者における設営・撤去時に伴う資源ごみ（有価物を除く）及び埋め立て対象物（不燃ごみ及び不燃残
渣）の処理を委託する場合には、マニフェストシステムを活用し、提出していただくとともに、請負会社に対
し、運搬に伴う大気汚染、悪臭、自動車騒音、振動等の対策を講じるよう指導してください。

５）出展者における清掃体制

出展者

開館中 巡回清掃

開館１時間前 一斉清掃

閉館後 一斉清掃

撤去時 特別清掃

プログラム開催中

（１）清掃基準
①巡回清掃：開館中に行なう清掃業務。
②一斉清掃：開館１時間前及び閉館１時間後までに行なう清掃。
③特別清掃:撤去後の原状回復のための清掃業務。

（２）出展者の清掃体制
①開館中
ギャラリー内使用時は巡回清掃をしてください。
②開館１時間前及び閉館後
一斉清掃をしてください。
③撤去時
特別清掃をしてください。

備考：出展者により発生したごみの処理は、出展者の責任のもと処理を行い、美化を心がけてください。
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１３．ごみの処理方法

１）ごみの処理について
（１）会場で排出するごみは、次頁の表のとおりに分類して、それぞれ「指定の色分けで印刷されたごみ袋」

に入れて近隣のサブストックヤードまで搬出してください。

（２）廃食用油・発泡スチロールは、出来るだけ出展参加者の負担と責任において納入業者に引き取らせて

ください。

２）取扱いしない廃棄物
下記に示す物品は、博覧会場内では廃棄物処理を受付できません。自国に持ち帰るか、産業廃棄物の専門

業者にマニフェストにのっとり委託処理をさせてください。

（１）家電製品、家具、寝具、備品、自転車、バイク、自動車、粗大ごみ及びタイヤ。

（２）内装資材、内外装改装工事等で発生した梱包資材や発生材、残材。

（３）危険物／各種電池類、蛍光管、使い捨てガスライター、スプレー缶、卓上ガスボンベ、バッテリー、多量の

可燃性粉末（メリケン粉、米粉、粉石鹸）

（４）医療廃棄物

（５）動物の糞尿及び屍体

３）注意事項
（１）ごみ袋の口は、内容物がこぼれないよう固く結んでください。

（２）厨芥等の生ゴミは、充分に水切りし汚水が漏れないように排出してください。

（３）固形破片物（コップ・皿等）は出展参加者の責任において、作業上危険のないように処置してから排出し

てください。

（４）危険物、廃食用油以外の液体入り容器は、ごみとしてださないでください。

（５）会場内において、ごみの焼却、埋め立て、不法投棄はしないでください。

（６）非課税で出展参加者が持ち込んだもの全て本国に持ち帰ることになります。日本国内にてごみ処理する

場合は別途協会と協議の上、勝利方法を決定します。

（７）医療系のごみは、感染等の恐れがあるため別途に分別を行い、専門業者に廃棄処理させてください。

４）サブストックヤード
サブストックヤードの場所と受付時間は下記のとおりです。

対象期間 受付時間

３月２５日～４月２５日 １０：００～２２：００

４月２６日～９月２５日 ９：３０～２２：３０
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１４．ごみの分類と排出方法

１）ゴミの分類表

排出方法
No． 種類

ゴミ袋 ひも・その他

Ａ２

１ 生ごみ

Ａ３

専用カートで搬出

生ゴミ以外を混入しないこと

充分水切りすること

Ａ２：生分解性プラ容器を一緒に投入する場合

Ａ３：生ゴミだけの場合

２ わりばし Ｂ

３ ビン Ｃ 中身を残さないこと

４ アルミ缶 Ｄ 中身を残さないこと

５ スチロール缶

業務用空缶

紙コップ・紙容器

ダンボール

新聞・チラシ

雑誌・パンフレット

ＯＡ用紙

Ｅ 中身を残さないこと

６ 中身を残さないこと

７ 廃食用油 業務用缶等に入れて搬出 必ず蓋をすること

８ ペットボトル Ｆ 中身を残さないこと

９ プラスチック類 Ｇ

１０ 発泡スチロール・発泡トレイ Ｈ

１１ Ｊ 潰して袋に入れること

１２ ひもで縛る 固く結ぶこと

１３ ひもで縛る 固く結ぶこと

１４ ひもで縛る 固く結ぶこと

１５ ひもで縛る 固く結ぶこと

１６ 可燃ゴミ Ｌ

１７ 不燃ゴミ Ｍ

紙

類

缶

類

備考

２）ゴミ袋について
（１）ゴミ袋は協会が指定するゴミ袋を購入し使用して下さい。指定ゴミ袋以外の袋を使用した場合は受付
できませんのでご注意願います。

（２）指定ゴミ袋の購入については、購入申込書にて協会の清掃管理センターにお申込いただくか、会場
内のコンビニエンスストアにてお求めください。
（価格／一種類１０枚セット ￥１，０５０－ 税込）
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１５．医療救護

全てに対して安全が最優先されます。日頃から来場者の行動に注意をはらい、対応することを基本としま
すが、各種の緊急対応を想定して、充分な準備や訓練を行なってください。

１）医療救護の対応
（１）来場者の医療救護
ギャラリーに１番近い応急手当所は「 」です。

出
展
責
任
者
状
況
確
認

Ｅ
Ｇ
事
務
局
へ
連
絡

傷
病
患
者
発
見

応急手当所
診療所

警備・消防センター

軽傷者 案内

中等症者 通報

重症者 通報

※重傷者の定義＝意識が朦朧としている・意識がない・心肺停止等

（２）出展参加者の傷病発生
医療救護施設（診療所・応急手当所）は、会場内で発生した来場者のための施設であり、原則として
出展参加者については、緊急時のみの対応となります。出展者各自で救急箱等をご用意ください。

（３）ＢＬＳ（Ｂａｓｉｃ ｌｉｆｅ ｓｕｐｐｏｒｔ：一次救命処置）
協会が配置する会場管理サービススタッフの警備、清掃担当者は、開会前にＢＬＳの講習を行い、
一刻も早い救命処置を行なえるよう訓練を受けてます。
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１６．整理誘導と拾得物・遺失物

来場者に対し、安全を第一とした整理誘導を行なうとともに、ホスピタリティーの高い的確な対応に努めて

ください。

１）来場者の整理誘導
（１）多客日対応（混雑が予想される場合）

来場者の混雑が予想される場合は、整理誘導員を配置の上、来場者の安全確保に努めてください。

（２）超多客日対応（入場制限が予想される場合）

消防法により、当施設の定員が４０名と定められております。入場者が定員を超える場合は、サイン

スタンドとパーテーションスタンドを使って木製デッキにて入場整理を行って下さい。

２）拾得物・遺失物の取扱い
拾得物、遺失物に関しては、権利が発生しますので慎重な対応をお願いします。

（１）来場者が落し物を拾って届け出た場合（拾得物）

出展者／ＥＧ事務局
一時預かり

最寄の案内所
警備ボックス
または

忘れ物センターを案内

拾
得
物
の
届
出

権
利
の
確
認

権利主張

案内

権利放棄

※警備ボックスが円形広場にあります。

（２）来場者が落し物をした場合（遺失物）

出展者／ＥＧ事務局

最寄の案内所
警備ボックス
または

忘れ物センターを案内

遺
失
物
の
届
出

内
容
の
確
認

案内

※警備ボックスが円形広場にあります。

※一時預かりの中に来場者が落とした物がある場合は内容を確認後、引き渡してください。
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１７．迷子・苦情処理

１）迷子対応
（１）迷子を発見及び保護した場合

迷
子
発
見
・保
護

近
辺
で
保
護
者
を
探
す

保
護
者
か
ら
の
届
出

内
容
の
確
認

ＥＧ事務局

最寄の案内所
警備ボックス
または

迷子センターへ移送

ＥＧ事務局

最寄の案内所
警備ボックス
または

迷子センターを案内

（２）保護者から迷子捜索の依頼があった場合

保護者発見

保護者未発見

迷子本人に保護者
確認後引渡し

案内

※警備ボックスが円形広場にあります。

案内

※警備ボックスが円形広場にあります。

２）苦情処理対応
来場者から受けた苦情処理の初期対応は、出展者が誠意を持って行なってください。

来
場
者
か
ら
の
苦
情

出

展

者

ＥＧ事務局対応

ＥＧ事務局へ
苦情発生報告

苦情拡大

苦情解決

１８．会場内利用施設

博覧会会場内には、出展参加者を含む博覧会従事者が専用に利用できる施設があります。
やむ得ず来場者施設を利用する際には、来場者に対して充分な配慮を持ってご利用ください。

１）博覧会会場内施設の利用について
（１）出展参加者が入場許可証の提示により、利用できる協会本部施設（西管理棟）
①協会食堂
②協会売店
③協会クリーニング（ユニフォーム管理室／本部棟内）
（２）会場内には、協会倉庫（常温倉庫・冷蔵倉庫・冷凍倉庫）及び保税倉庫があります。
（３）来場者エリアで利用できる施設
会場内の来場施設は、必要と認められるときのみご利用いただけます。
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１．呼称表示と露出についてー１

１）呼称について
ＥＸＰＯギャラリーにおける呼称は、下記の各カテゴリーにより異なりますのでご注意ください。
（１）出展者（＝主催者：申請者である団体・実行委員会）
（２）参加者（これを構成し、実施プログラムに参加する団体・企業等）
（３）協賛者（寄付などの資金協力団体）／協力者（技術・ノウハウ･ボランティア派遣等）

２）呼称表示について
（１）出展者
①『○○○○（出展者名）は、愛・地球博 ＥＸＰＯギャラリーに出展します。（しています）』
②『○○○○（出展者名）は、愛・地球博 ＥＸＰＯギャラリーに「△△△（プログラム名）」を出展します。』
（２）参加者
①『○○○○（参加者名）は、愛・地球博 ＥＸＰＯギャラリーの「△△△（プログラム名）」に参加します。
（しています）』
※参加者は出展ではなく、参加という表現を使用。

（３）協賛者・協力者等
①『○○○○（協賛者名）は、愛・地球博 ＥＸＰＯギャラリー「△△△（プログラム名）」に協賛（協力）します。
（しています）』
※協賛者は、出展・参加ではなく、協賛と協力と言う表現を使用

（４）共通
『○○○○（出展者・参加者・協賛者等）は、愛・地球博を応援します。（しています）』

３）広報等について
出展者・参加者・協賛者等が広報・宣伝を行なう場合、上記表現で行なってください。なお、『○○○○は、
愛・地球博にパビリオン出展します。』『○○○○は、愛・地球博に出展します。』などの通期単独パビリオ
ン出展と誤解される表現は不可ですのでご注意ください。

４）会場内サイン・映像等
（１）団体名等の集合サイン名義は「出展者」「参加者」「協賛者」を明確にしてください。
（２）また、コーナー展示におけるサイン・パネル・映像での特定企業（団体）のＰＲ・商品ＰＲなどの販促活動
とみなされるものは禁止とします。

（３）ただし、コーナーのテーマに密着に関連した技術やノウハウ等の説明は可とします。



第５章 その他付帯事項

36

１．呼称表示と露出についてー２

４）「愛・地球博」のシンボルマーク・愛称ロゴタイプ・マスコットキャラクターの使用について
（１）出展者の行なうＥＸＰＯギャラリーへの出展に係る広報においては、デザインガイドブック展開編Ｂも
含めて使用可。

（２）出展者への協賛（参加、応援、協力）者の行なう企業広告では一般企業・団体等に使用が許可され
ているシンボルマーク、愛称ロゴタイプ、マスコットキャラクター（モリゾー＆キッコロ【基本パターン】）
以外は使用できません。

（展開編バリエーションの使用は出展者及び博覧会企業協賛スポンサーのみに認められる権利のため）
（３）また、販売物（有料出版物の表紙・グッズ等マーチャンダイジングの一環とみなされるもの）での無償
使用は不可。

（有償使用についてはロイヤルティ等営業参加レギュレーションが適用されますのでご相談ください）
（４）シンボルマーク・愛称ロゴタイプ・マスコットキャラクターの使用に関しては、必ずデザインガイドブック
を参照し、デザインマニュアルにしたがって使用してください。

「愛・地球博」シンボルマーク、愛称ロゴタイプ、マスコットキャラクター基本パターン

シンボルマーク 愛称ロゴタイプ マスコットキャラクター

５）その他
ホームページを含む広報活動を実施する場合及びサイン・映像制作に際しては、必ず事前にＥＧ事務局
を通して協会に表現に関するご確認を行なってください。
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２．利用料

１）利用料
￥３８,０００－／日（税込）
（１）設営・撤去による使用日も利用料が必要です。

ただし、設営・撤去による使用日は半額の￥１９,０００－／日（税込）となります。
（２）ギャラリーストックエリア兼事務所スペース、備え付け備品類の使用は上記の料金に含まれます。

（３）予約金（利用料の５０％相当額）

支払い時期：契約締結時

（４）残金（利用料の５０％相当額）

支払い時期：調整中

２）利用料に含まれないもの
（１）ギャラリー内の警備及び清掃に係る経費（廃棄物に要する経費を含む）

（２）保険料

（３）音楽著作物使用料

（４）その他出展に伴い必要となる費用
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３．保険料ー１

博覧会における保険制度は、一般規則第２８条及び「保険に関する第８号特別規則」の規定に基づき、
ギャラリー内における災害については所定の保険の付保を強制して、できる限り保険で担保し、災害が
発生した場合は出展者相互間、出展者と協会との間において、故意または重過失による場合を除き、
損害賠償請求権の不行使を義務づけ、博覧会をスムーズに運営していくことを目的としています。

１）包括賠償責任保険（幹事会社：東京海上火災保険株式会社）
（１）第三者に対する施設賠償責任保険
①設営・撤去時：組立工事に伴う施設賠償責任保険
②開催中：開催中における包括賠償責任保険
（請負会社を含む出展者協会の定に従い、分担金を指定する期日までにお支払いください）

（２）物品販売における生産物賠償責任保険（施設賠償責任保険に加算されます）
（３）事前支払申請における必要書類
①各出展者と請負会社との契約書（施工工事明細金額が記載されているもの）
②物品販売をする場合の物品販売範囲が記載されている平面図

保険種類と目的等 計算式及び内容

組立工事に伴う施設賠償責任保険

解体作業中の施設賠償責任保険
設営撤去時

施設賠償責任保険 開催中

受注金額の０.１０９％
包括賠償
責任保険 ５００円／㎡×使用面積（１５１㎡） 設営撤去日を

開催日数 × 除く開催日 ＝分担金

組立保険

火災保険

動産総合保険

出展者が２００５年日本国際博覧会協会損害保険引受損保団

の損害保険会社と直接契約
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３．保険料ー２

下記保険に関しては、２００５年日本国際博覧会協会引受損保団の中の損害保険会社と直接契約を行な
ってください。

１）組立保険（幹事会社：あいおい損害保険株式会社）
出展者が発注する構築物、設備工事などの組立に関する工事全般。組立保険は、各出展者が契約する
請負会社である広告会社、もしくは展示施工会社が直接契約します。

２）火災保険（幹事会社：株式会社損害保険ジャパン）
出展者が持ち込む道具類、衣装、楽器等（１００万円以上の美術品を除く）については「火災保険」を付け
ることが義務づけられております。

３）動産総合保険（幹事会社：三井住友海上火災保険株式会社）
出展物及び１００万円以上の美術品については、「出展物及び美術品に関する動産総合保険」を付ける
ことが義務づけられております。

保険会社

あいおい損害保険株式会社 日本興亜損害保険株式会社

朝日火災海上保険株式会社 富士火災海上保険株式会社

共栄火災海上保険相互会社 三井住友海上火災保険株式会社

セコム損害保険株式会社 ジェイアイ傷害火災保険株式会社

株式会社損害保険ジャパン アリアンツ火災海上保険株式会社

東京海上火災保険株式会社 ザ･ニュー･インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド

ニッセイ同和損害保険株式会社 現代海上火災保険株式会社

日新火災海上保険株式会社 アシキュラチオニ・ゼネラリ・エス・ピー・エイ

日動火災海上保険株式会社

４）その他保険
（１）日本国の法令により付保しなければいけない保険
①自動車損害賠償保険
②労働者損害賠償保険
③雇用保険

※上記以外は出展者が必要に応じて付保してください。
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４．音楽著作権料等

催物において著作物を使用する場合は、著作物使用料が発生します。

１）著作物使用の区分

音楽著作権
・生演奏、レコード・CD演奏等の音楽著作物については日本音楽著作権権協会
の承諾等の手続きが必要。

その他の著作権
・音楽以外での展示、催事内容に許諾が必要な著作物については、著作者への

許諾が必要。

※音楽以外の著作物については著作者の承諾を得て、使用してください。

２）音楽著作物使用料の支払い
（１）本博覧会における音楽著作物については、協会が（財）日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）から承諾
（包括使用承諾）を得て算出した使用量を、出展者から徴収します。

（２）請求までの流れ
①使用する楽曲を提示していただきます。
②協会において著作物使用量を算出の上、用益費と共に請求させていただきます。

５．支払い時期一覧表

出展の係る費用の支払い時期は、下記のとおりです。

１）支払い時期一覧

費用 開催前 開催中 開催後

出展料※契約締結時と平成１７年 月 日に分割してお支払いください。 ○

協会が付保する包括賠償責任保険の分担金 ○

出展者が付保する組立保険その他の保険料 ○

音楽著作物使用料 ○
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６．出展支援

愛・地球博会場は、下記の業務につきまして、業務委託会社による出展支援業務（有料）をご案内できます。
運営事務局にご相談ください。なお、設備・機器の操作等一部業務は協会指定会社に限定させていただき
ます。

１）協会指定会社
（１）運搬業務／会場内輸送及び高所作業用重機等の貸出
日本通運株式会社 名古屋北支店 愛・地球博出張所

TEL ０５６１－６１－７３５０（輸送）
TEL ０５６１－６４－２２９１（会場内作業）

担当者 中西

名港海運株式会社
TEL ０５６１－６４－３８５３
FAX ０５６１－６４－３８５３

担当者 近藤

２）業務委託会社
（１）電気工事業務／川北電気工事株式会社

TEL ０５２－２５１－７１１１
FAX ０５２－２５２－２９９４

担当者 平田
（２）警備業務／株式会社 コアズ

TEL ０５２－２０２－００１８
FAX ０５２－２０２－００６９

担当者 赤石沢
（３）清掃業務／大成株式会社

TEL ０５２－２６２－３９６５
FAX ０５２－２６２－３９３５

担当者 佐藤 明
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７．宅配便取り扱いについて

愛・地球博会場は、管理用動線も少ない上に動線と駐車スペースを共有しており、かつ、保税展示場承認
を受けた会場でもあることから、物流車輌の貨物受渡所及び周辺道路の混雑緩和と参加者などの快適性
と安全性を図るために、宅配クーリエセンターを設置し、指定業者による会場内一括配送業務による物流
システムが構築されています。宅配便等、会場内に搬入出される積み合わせ運送貨物については以下の
事項に留意してください。

１）クーリエセンターの設置所
（１）指定業者／日本通運株式会社
愛・地球博宅配クーリエセンター
愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙１５５３－１

TEL ０５６５－４８－５４２２
FAX ０５６５－４８－７１２２

２）取扱い対象貨物
宅配便・メール便・路線便・混載貨物など積み合わせ運送により会場内に搬入出される貨物全てを取扱
対象とします。

３）搬入出手順
（１）シッピングマークを梱包の外側に表示する。
（２）貨物をクーリエセンター向けに発送してください。なお、クーリエセンターまでの輸送について、輸送
業者の選定は任意に行なうことが出来ます。

（３）クーリエセンターにて貨物を受付後、Ｘ線検査装置により内容点検を行ないます。
※フィルム、生き物などＸ線検査に対し影響を受ける可能性のあるものを入れないでください。

（４）指定の日に会場内の施設に指定事業者が配送します。
（注）お届け先が不在の場合、クーリエセンターに持ち帰り、翌日再度配送を行ないます。

４）搬入出料金
（１）宅配便規格（縦・横・高さの和が１７０ｃｍ以内、かつ重さが３０ｋｇ以内）
□１９０円／個

（２）ポストイン規格（縦・横・高さの和が６０ｃｍ以内、厚さが２ｃｍかつ重さが１ｋｇ以内で受領書を必要と
しないもの）
□７０円／個

（３）上記以外のサイズ
別添資料「貨物の取扱に関するガイドライン」に準じます。
（詳細はクーリエセンターにお問い合わせください）
ただし、縦・横・高さの和が３００ｃｍ以上、もしくは重さが１００ｋｇ以上の場合は事前に輸送手配書を
クーリエセンターにファックスにて届け出てください。

（４）請求・支払い方法
搬入出料金の請求はクーリエセンターに貨物を持ち込んだ運送事業者に対し、博覧会協会より行い
ます。
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はじめに

出展に係る情報を、「利用要綱」として皆様にご説明いたします。

本要綱は、EXPOギャラリー管理・運営のため設定したルールについて情報をまとめております。

ＥＸＰＯギャラリーをご使用いただくにあたっては、２００５年日本国際博覧会の一般規則・特別

規則及び利用要綱に則り、３Rシステム（リデュース、リユース、リサイクル）の徹底やゼロエミッ

ションを目指した実施計画の策定をお願いいたします。

財団法人２００５年日本国際博覧会協会

『ＥＸＰＯギャラリー事務局』

※この利用要綱は平成17年４月11日現在の内容です。
利用要綱の内容は変更される場合があります。

■事務局の役割

出 展 者

調整・確認・管理･指導

博覧会協会

EXPOギャラリー事務局
（以下、EG事務局）
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